
文
化
課 

☎
９
２
３
ー
７
１
８
２

春
の
絵
画
展
の
ご
案
内

生
涯
学
習
振
興 

☎
９
２
３
ー
７
１
２
７

親
子
で
ホ
タ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

沖
縄
県
立
石
川
青
少
年
の
家

☎
９
６
４
ー
３
２
６
３

自
然
と
ふ
れ
あ
う
家
族
の
つ
ど
い

「
ホ
タ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
」

　

う
る
ま
市
文
化
協
会
美
術
部
は
毎
年
恒

例
の「
春
の
絵
画
展
」を
開
催
い
た
し
ま
す
。

日
頃
の
創
作
活
動（
油
絵
、
水
彩
画
、
版
画

等
）の
成
果
を
展
示
し
ま
す
。

　

多
く
の
方
々
の
ご
観
覧
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

【
日
時
】５
月
10
日（
水
）〜
31
日（
水
）

午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
月
曜
日
は
定
休
日
、最
終
日
午
後
３
時
ま
で
）

【
場
所
】
海
の
文
化
資
料
館
ロ
ビ
ー

（
海
の
駅
あ
や
は
し
館
２
階
）

【
入
場
料
】
無
料

【
問
】う
る
ま
市
文
化
協
会　

☎
９
７
４
ー
０
３
３
３

　

ホ
タ
ル
の
観
察
を
通
し
て
、
そ
の
生
態

や
環
境
と
の
関
わ
り
を
知
る
と
と
も
に
、

親
子
の
心
の
き
ず
な
を
深
め
ま
す
。

【
日
時
】５
月
27
日（
土
）※
雨
天
決
行

午
後
６
時
30
分
〜
９
時
30
分

【
場
所
】
沖
縄
県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
対
象
】
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
の
親
子

【
定
員
】
60
名
程

【
参
加
料
】一
人
１
０
０
円

【
申
込
期
間
】５
月
15
日（
月
）〜
19
日（
金
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

【
申
込
方
法
】
生
涯
学
習
振
興
課
へ

電
話
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

【
日
時
】６
月
３
日（
土
）※
雨
天
決
行

午
後
５
時
〜
９
時
30
分

【
場
所
】
沖
縄
県
立
石
川
青
少
年
の
家

【
対
象
・
定
員
】
小
学
生
以
上
の
子
ど
も
の

い
る
家
族
30
組
程
度

【
参
加
料
】５
０
０
円
／
１
人

【
申
込
方
法
】
石
川
青
少
年
の
家
に

お
電
話
で
お
申
込
く
だ
さ
い
。

【
申
込
期
間
】５
月
23
日（
火
）〜
30
日（
火
）

【
持
ち
も
の
】

申
込
時
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の対象となるご遺族で、まだ請求されていない方は、お早目にご相談ください。

【対象】次の順番による先順位のご遺族一人

① 弔慰金受給権者　　② 戦没者の子

③ 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等との生計関係や、氏を改める婚姻の有無などの要件により順番が入れ替わります)

④ ①から③以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

⑤ ①から④以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで１年以上生計関係を有していた方に限る)

※ご遺族は戦没者等の死亡当時の遺族となるので、戦没者が亡くなられた後に生まれた方は該当しません。

【請求期間】平成２７年４月１日(水)～平成３０年４月２日(月)

※すでに特別弔慰金の申請をされている方について、国債をお渡しするまで、約１年半お時間をいただいております。

　県より国債が届き次第、通知いたしますので、今しばらくお待ちください。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

 ①市民無料法律相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 

と　き ： ５月１１日（第２木曜日） 午後２時～午後４時

ところ ： 石川出張所（１階市民相談室）

と　き ： ５月１８、２５日（第３、４木曜日） 午後２時～午後４時

ところ ： 本庁舎東棟（１階市民相談室）

※法律相談を受けることができるのは 先着８名まで です。

※電話、直接窓口での事前予約が可能です。（前月から予約可）

※電話での予約はうるま市役所市民協働課までお願いします。

 ②行政相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 

　国、行政、特殊法人についての意見・要望等の相談を行います。

と　き ： ５月１６日（火） 午前10時～午後4時

（正午～午後１時を除く）

※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合

わせください。

ところ ： 本庁舎東棟 １階 市民相談室

石川出張所 １階 市民相談室

勝連社会福祉協議会 会議室 / 与那城地区公民館　

 ③人権相談 【問】市民協働課　☎９７３－５４８７ 

　近隣のトラブル、家庭内のもめごと、いじめ、体罰等の人

権に関する相談を行います。

と　き ： ５月１６日（火）午前10時～午後4時 （正午～午後１時を除く）

※日程変更の場合がありますので、市民協働課へお問い合

わせください。

ところ ： 本庁舎東棟 １階 市民相談室

 ④消費生活相談 【問】市民協働課　☎９７３－5692 

　消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル（悪質

商法、架空請求、多重債務等）の相談を行います。お気軽に

ご相談ください。

と　き ： 月曜日～金曜日 午前９時～午後４時 （正午～午後１時除く）

※公休日、台風接近時等は休み

ところ ： 本庁舎東棟１階　市民協働課

 ⑤家庭児童相談 【問】児童家庭課　☎９７３－５０４１ 

家庭における子育ての悩みを相談員が一緒に考えます。

と　き ： 【平日】午前８時３０分～午後５時

ところ ： 本庁舎東棟２階　児童家庭課

 ⑥女性相談 【問】児童家庭課　☎９７３－５０４１ 

離婚、ＤＶなど女性が抱える悩みを相談員が一緒に考えます。

と　き ： 【平日】午前８時３０分～午後５時

ところ ： 本庁舎東棟　２階　児童家庭課

うるま市民無料相談所の開設について

広報 
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市の魅力を詰め込んだ市公式動画を公開しています。
【問】問合せ

うるま市　動画　　検 索


